
 

    ３－１２ 

集団規定 
建築物の各部分の高さ 

法第 56条第 6項、令第 132条 

Ｔ字形道路の場合の道路斜線制限の緩和 

 

下図場合、2以上の前面道路があるとみなして道路斜線制限の緩和ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術的助言等  

参考資料等 建築基準法質疑応答集 P4745 

平成 25年 10月 1日作成  
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前面道路の幅員を aとして 
道路斜線の検討ができる部分 


